
 令和７年 11月 

学事法制課 

 

 

鹿児島県公文書等の管理に関する条例施行規則の改正について 

 

 

１ 改正の理由 

  健康保険証の廃止に伴い，「鹿児島県公文書等の管理に関する条例施行規則」を改

正するものである。  

 

２ 改正の内容 

 従来の健康保険証が令和７年 12月２日以降使用できなくなるため，本人の情報が記

録されている特定歴史公文書の利用請求時に提示又は提出を求めている本人確認書類

から「健康保険の被保険者証」を削除する。 

 

３ 改正箇所 

  鹿児島県公文書等の管理に関する条例施行規則第９条第２項第１号 

  鹿児島県公文書等の管理に関する条例施行規則別記第１号様式 

 

４ 施行期日 

  令和７年 12月２日 
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